
 

 

平成２７年度における温室効果ガス等の排出の削減に 

配慮した契約の締結実績の概要 

 

平成２８年７月１５日 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

 

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

（平成１９年法律第５６号。以下「環境配慮契約法」という。）第８条第１項の規定

に基づき、平成２７年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締

結実績の概要を取りまとめたので、公表するとともに、主務大臣を通じて環境大臣

に通知する。 

 

 

１．平成２７年度の経緯及び契約の実績 

  環境配慮契約法及び国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する基本方針（平成１９年１２月７日閣議決定、平

成２６年２月４日変更閣議決定）に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮

した契約（以下「環境配慮契約」という。）の実施に向けた検討を行い、平成２

７年度においては、自動車の賃貸借に係る調達に関して２件の環境配慮契約を締

結した。 

 

２．その他の環境配慮契約に係る事項 

○ 環境配慮契約を推進するため、グリーン環境物品等の調達の推進体制と連携

させることを検討した。 

○ 建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務については、該当する工事が

必要となった場合に環境配慮型プロポーザル方式の適用を検討することとし

た。 


